
広島市条例第１８号

令和８年３月２７日

広島市児童館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市児童館条例の一部を改正する条例

広島市児童館条例（昭和４０年広島市条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条の表広島市緑井児童館の項の次に次のように加える。

広島市東野児童館 広島市安佐南区東野一丁目７番１１号

附 則

この条例は、令和８年５月１日から施行する。


